
令和7年度 集団指導

「認知症支援について」

長崎市高齢者すこやか支援課



お伝えしたい内容

1 認知症高齢者数について

2 共生社会の実現を推進するための認知症
基本法について

3 認知症施策推進基本計画について

4 長崎市高齢者保健福祉計画・介護保険事
業計画（第9期）について

5 長崎市の認知症施策について 他
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4 長崎市高齢者保健福祉計画・介護保険事
業計画（第9期）について

5 長崎市の認知症施策について 他



長崎市における認知症高齢者の推計

認知症の早期発見と重症化の防止、認知症になっても
安心して暮らせる地域づくりが、より重要となります。
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第9期 長崎市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

※認知症高齢者：認知症高齢者自立度Ⅱ以上の第１号被保険者数（人）
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共生社会の実現を推進するため
の認知症基本法
令和５年6月14日成立

（目的）
認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、認知症施策
を総合的かつ計画的に推進
⇒ 認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人
格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会（＝共生社会）の実現
を推進

（基本理念）
認知症施策は、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよ
う、①～⑦を基本理念として行う
① 全ての認知症の人が、基本的人権を享受する個人として、自らの意志によって
日常生活および社会生活を営むことができる。

② 国民が、共生社会の実現を推進するために必要な認知症に関する正しい知識及
び認知症の人に関する正しい理解を深めることができる。

「共生社会の実現」



共生社会の実現を推進するための
認知症基本法

（基本理念）
③ 認知症の人にとって日常生活または社会生活を営む上で障壁となるものを除去
することにより、全ての認知症の人が社会の対等な構成員として、地域において
安全にかつ安心して自立した日常生活を営むことができるとともに、自己に直接
関係する事項に関して意見を表明する機会及び社会のあらゆる分野における活動
に参画する機会の確保を通じてその個性と能力を十分に発揮することができる。

④ 認知症の人の意向を十分に尊重しつつ、良質かつ適切な保健医療サービス及び
福祉サービスが切れ目なく提供される。

⑤ 認知症の人のみならず家族等に対する支援により、認知症の人及び家族等が地
域において安心して日常生活を営むことができる。

⑥ 共生社会の実現に資する研究等を推進するとともに、認知症及び軽度の認知機
能の障害に係る予防、診断及び治療並びにリハビリテーション及び介護方法、認
知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすための社会参加の在り方及び認
知症の人が他の人々と支え合いながら共生することができる社会環境の整備その
他の事項に関する科学的知見に基づく研究等の成果を広く国民が享受できる環境
を整備。

⑦ 教育、地域づくり、雇用、保健、医療、福祉その他の各関連分野における総合
的な取組として行われる。



決められない人だから

代わりに決めてあげる
から

共生社会の実現を推進するための
認知症基本法

（基本理念）

④ 認知症の人の意向を十分に尊重しつつ、良質かつ適切な保
健医療サービス及び福祉サービスが切れ目なく提供される。

認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援に関するガイドラインの普及・定
着に向けた調査研究編（令和3年度）

本人の意思に基づいて

「本人が決める」ことの
支援へ

認知症の方の“決める”をみんなでささえよう！
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長崎市高齢者保健福祉計画
介護保険事業計画（第9期）【抜粋】

【長崎市の認知症施策における取組み方針】

○認知症への理解を深めるための普及・啓発
の推進、本人発信支援

○認知症の容態に応じた適時・適切な医療・
介護の提供

○若年性認知症施策の強化
○認知症のかたの家族等への支援
○認知症などの高齢者にやさしい地域づくり
○認知症予防につながる取組みの推進
○認知症のかたやその家族等の視点の重視
○認知症高齢者の権利擁護
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長崎市の認知症施策概要

事業 概要
認知症地域支援推進員

の配置

認知症地域支援推進員を配置し、医療機関や介護サービス及び地域の支援機関へ
つなぐ支援や、認知症のかたや家族等への相談支援を行います。

認知症

初期集中支援チーム事業

医療・介護の専門職が家族の相談等により認知症が疑われるかたや認知症のかた
及びその家族を訪問し、必要な医療・介護の導入や調整及び家族の支援などの初
期の支援を包括的かつ集中的に行い、地域での生活継続をサポートします。

認知症カフェ

認知症高齢者とその家族や、地域住民、認知症サポートリーダー、専門職等が、相
互に情報を共有することで、お互いを理解し支え合うことができる場として、認知症カ
フェを地域に開設し、認知症高齢者の居場所やその家族の介護負担の軽減を図り、
認知症のかたや家族を見守り支える地域づくりを推進します。
認知症カフェ一覧：
https://www.city.nagasaki.lg.jp/fukushi/430000/439000/p041319.html#cafe

認知症サポーター

養成講座

認知症高齢者やその家族を地域で見守る体制づくりのために、認知症サポーターを
養成し、認知症に対する理解者と支援者を増やすことで、認知症高齢者を見守る市
民意識の向上とネットワークの構築を図ります。

認知症サポート

リーダー養成講座

認知症高齢者やその家族を地域で温かく見守る応援者（認知症サポーター）から発
展し、実際に地域で活動する・在宅生活を支える認知症地域支援の担い手として、地
域包括支援センターとの協働で活動する認知症サポートリーダーを養成しています。

徘徊高齢者等

ＳＯＳネットワーク事業

認知症等によりひとり歩きのおそれのある高齢者等が行方不明になった場合に、地
域の支援を得て早期に発見できるよう関係機関の支援体制を構築し、高齢者の安全
の確保とその家族等への支援を図ります。

徘徊高齢者等

家族支援事業

認知症等の高齢者がひとり歩きした場合に、介護している家族に現在位置の情報を
提供し、早期発見につなげます。



認知症ケアパス

長崎市認知症ケアパス：
https://www.city.nagasaki.lg.jp/fukushi/430000/439000/p041319.html#carepass



認知症支援ハンドブック

長崎市認知症支援ハンドブック：
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/5951.html#4



集中的な支援

（認知症初期集中

支援チーム等）

発症予防

周知活動

発症初期

急性憎悪期

中期

長崎市の認知症施策

＊認知症地域支援推進員の主な活動＊

認
知
症
の
段
階
（
容
態
に
あ
っ
た
支
援
）

市民向け周知活動

（認知症サポーター養成講座、認知
症ケアパスなど）

啓発活動

や

家族支援

認知症の人、介
護家族の支援

（認知症カフェ
や家族会、家族
介護教室等）

発症予防

（高齢者ふれあい
サロンなど）

総合相談

（権利擁護
含む）

地域の見守り

ﾈｯﾄﾜｰｸ構築

（地域ケア個別
推進会議、徘徊模
擬訓練等）

人生の最終
段階

早期発見
（認知症ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ検査）

徘徊高齢者等
SOSﾈｯﾄﾜｰｸ事業

みまもりあい

プロジェクト



認知症のひとり歩きにより行方不明に
なられたら



長崎市徘徊高齢者等SOSネットワーク事業



長崎市におけるひとり歩き等による行方不明者の状況

SOS
登録者数

SOSメールによ
る発信件数

包括と市に
連絡があった
徘徊等による
行方不明者

内訳

保護 死亡 未発見

令和元年度 ３３９人 １５件 １２４件 １２０件 ４件 ０件

令和２年度 ３４５人 １５件 １２３件 １２１件 １件 １件

令和３年度 ３６２人 ７件 １３９件 １３８件 １件 １件

令和４年度 ３５３人 ６件 １４１件 １４１件 ０件 ０件

令和５年度 ３８８人 １１件 １６１件 １５８件 ２件 １件

令和６年度 ４６６人 ９件 １４８件 １４４件 ３件 １件

地域包括支援センター及び総合事務所地域福祉課からの報告による実績



徘徊高齢者等家族支援事業



みまもりあいプロジェクト

スマートフォンの「みまもりあいアプリ」を利用し、高齢者
のご家族と、捜索に手を貸していただける協力者をつなぎ、
早期発見・保護を行う見守り活動です

アプリの登録にご協力ください！
⇒右のQRコードからダウンロード

行方不明者が発生したら…
ご家族等から協力者へ「捜索者情報」が配信されます。可能な範囲で
捜索にご協力ください。

捜索
依頼

捜索
協力



認知症初期集中支援チーム事業

認知症または認知症の疑いのある方やそのご家族を、医療介護福祉の
専門職が訪問し、必要に応じてかかりつけ医等と連携しながら認知症
の適切な治療につなげ、心理的なサポートやこれからの生活について
助言などを行います。※認知症地域支援推進員にご相談ください。

平成30年度までに全ての市町村で実施（新オレンジプラン：認知症施策推進総合戦略）



認知症初期集中支援チーム事業の
対象者の定義※平成28年度認知症初期集中支援チーム員研修テキストより抜粋

40歳以上で、在宅で生活しており、かつ認知症が疑われる人

又は認知症の人で、以下のア、イのいずれかの基準に該当す
る者とする。

ア 医療サービス、介護サービスを受けていないもの、または
中断しているもの

以下のいずれかに該当するものとする。
１）認知症疾患の臨床診断を受けていない
２）継続的な医療サービスを受けていない
３）適切な介護保険サービスに結びついていない
４）診断されたが介護サービスが中断している

イ 医療サービス、介護サービスを受けているが認知症の
行動・心理症状により対応に苦慮している



認知症初期集中支援チーム事業

支援内容の例

受診調整・同行
身体観察介護サービスの検討

服薬支援

BPSDの対応について
家族への指導

相談窓口は各包括の認知症地域支援推進員です！

地域包括支援セ
ンターからの相談

初回
家庭訪問

チーム員
会議

医療やケアマネ
等への引継ぎ

初期集中支援
の実施

概ね6ヶ月間程度



長崎市権利擁護・成年後見センター

26



１.おどろかせない
２.急がせない
３.心をきずつけない

認知症のかたとの接し方について

３つのない

① まずは見守る

② あわてず えがおで

③ 声をかけるときは１人で

④ 後ろから声をかけない

⑤ やさしく話す

⑥ おだやかに、はっきりし
た話し方で

⑦ 相手の言葉をよく聞き、
ゆっくり接する

７つのポイント

認知症サポーター養成講座
標準教材より



長崎市「認知症の本人からの発信」・「認知症本人ミーテイング」
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/51575.html



できる限り住み慣れた地域の良い環境で
暮らし続けることができるまちの実現を、
地域の皆様と共に目指します。

認知症になっても大丈夫！
みんなで支えるまち ながさき！


